
令和６年度 心のふれあい相談員 募集要項 

所沢市教育委員会 

 所沢市教育委員会は、いじめ・不登校等、生徒指導上の諸問題及び諸課題を早期に発見・対応し、

解消するために、校長の指導の下に、教職員と連携し、児童生徒や保護者との相談等の支援活動を行

う相談員を小・中学校に配置しています。 

 つきましては、子どもや保護者等の「心の悩み」に、親身になって相談に応じることのできる意欲

のある方を以下のとおり募集します。 

 

１募集人員 市立小・中学校に配置する程度の人数 

 

２応募資格 ・学校教育に理解があり、子どもの悩みについて相談に応じることが出来る方 

・「８勤務内容」の業務が可能な方 

※年齢制限はありません。 

 

３応募書類 ・市指定履歴書（市役所６階学校教育課にて配布または市ホームページにて出力） 

・志願書（市役所６階学校教育課にて配布または市ホームページにて出力） 

・結果通知用封筒【１枚】（「長３」の大きさで、140円切手を貼り自分の住所・氏名を

記入したもの） 

 

４応募方法 随時（受付時間：午前８時３０分～午後５時／土・日曜、祝日を除く） 

応募書類一式を、所沢市教育委員会学校教育課（所沢市役所６階）まで本人が直接持

参。面接日程の調整を行うため、事前にお電話でご連絡をお願いします。 

なお、応募書類は返却しませんので御了承ください。 

 

５選考 個人面接による選考（面接は１人１５分程度） 

 

６結果通知 郵送によりお知らせします。 

 

７勤務条件 勤務時間：１日５時間（8：00～17：00の時間帯のうち所属長が指定する時間帯） 

報 酬 ：１時間あたり１，２００円から（健康保険・厚生年金・雇用保険加入、市の

規定により通勤手当・有給休暇・期末手当有り） 

任用期間：令和６年４月１日以降の任用開始日～令和７年３月３１日（予定） 

勤務日数：任用期間中２００日を上限として勤務予定 

 

８勤務内容 ・教職員及びスクールカウンセラーと連携した相談活動、家庭訪問等 

・学校、家庭、地域社会と連携を図った相談・支援 

・不登校や相談室登校の児童生徒に対する居場所づくりや学級復帰のための働きがけ 

・いじめや不登校の未然防止、早期発見・対応、解消を図るための、学校と子供・保護

者とのかけ橋的な役割 

・その他、学校の求めに応じた軽微な仕事等 

 

９その他 ・任用の開始にあたっては、予算の可決・成立が条件となります。 

・兼業は本市の業務に支障をきたさない範囲、かつ、１日８時間・週４０時間を超えな

い範囲で可能ですが、原則平日週５日勤務に入れる方を募集します。 

 

担当：学校教育課 健やか輝き支援室 

（０４－２９９８－９２３８） 


